
 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県国民健康保険団体連合会  

 

 

 

 

令和４年１０月報酬改定に伴い１０月サービスから介護職員等ベースアップ等支援加算が追加

されます。請求漏れのないようにご対応ください。  

介護(予防)サービスの介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率は下表のとおりです。  

 

表　サービス種類ごとの介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率

サービス種類  加算率 サービス種類  加算率 サービス種類  加算率

11 訪問介護  2.4% 33 特定施設生活介護（※1）  1.5% 63 予防訪問看護  対象外

12 訪問入浴介護  1.1% 34 予防療養管理指導  対象外 64 予防訪問リハビリ  対象外

13 訪問看護  対象外 35 予防特定施設介護（※1）   1.5% 66 予防通所リハビリ  1.0%

14 訪問リハビリ   対象外 36 地域特定施設介護   1.5% 67 予防福祉用具貸与  対象外

15 通所介護  1.1% 37 予防認知症型  2.3% 68 小規模多機能短期  1.7%

16 通所リハビリ   1.0% 38 認知症型短期   2.3% 69 予防小規模短期  1.7%

17 福祉用具貸与   対象外 39 予防認知症型短期  2.3% 71 夜間対応訪問介護  2.4%

21 短期入所生活介護  1.6% 41 特定福祉用具販売   対象外 72 認知症型通所介護  2.3%

22 短期入所老健施設  0.8% 42 住宅改修  対象外 73 小規模多機能型  1.7%

23 短期入所医療施設  0.5% 43 居宅介護支援   対象外 74 予防認知症型通所  2.3%

24 予防短期生活介護  1.6% 44 予防福祉用具販売  対象外 75 予防小規模多機能  1.7%

25 予防短期老健施設  0.8% 45 介護予防住宅改修  対象外 76 定期巡回随時対応  2.4%

26 予防短期医療施設   0.5% 46 介護予防支援   対象外 77 複合型看護小規模  1.7%

27 特定施設生活短期  1.5% 51 介護福祉施設   1.6% 78 地域通所介護  1.1%

28 地域特定施設短期  1.5% 52 介護保健施設  0.8% 79 複合型看小短期  1.7%

2A 短期入所医療院  0.5% 53 介護医療施設   0.5% 81 市町村特別給付  対象外

2B 予防短期医療院  0.5% 54 地域老人福祉施設  1.6%

31 居宅療養管理指導   対象外 55 介護医療院  0.5%

32 認知症型共同生活  2.3% 62 予防訪問入浴介護  1.1%

※1 外部サービス利用型も同様
 

 

 

 

 

令和４年１０月号  

介護職員等ベースアップ等支援加算について 



総合事業サービスの介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率は下表のとおりです。  

表  総合事業サービスの介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率

サービス種類 加算率 サービス種類  加算率

A2 訪問型サービス（独自）   2.4% AA その他の生活支援サービス（配食／定額）  対象外

A3 訪問型サービス（独自／定率）（※２）  対象外 AB その他の生活支援サービス（見守り／定率）  対象外

A4 訪問型サービス（独自／定額）  対象外 AC その他の生活支援サービス（見守り／定額）  対象外

A6 通所型サービス（独自）  1.1% AD その他の生活支援サービス（その他／定率）  対象外

A7 通所型サービス（独自／定率）  （※２）  対象外 AE その他の生活支援サービス（その他／定額）  対象外

A8 通所型サービス（独自／定額）   対象外 AF 介護予防ケアマネジメント  対象外

A9 その他の生活支援サービス（配食／定率）  対象外

※２　A3、Ａ7は加算が認められる場合がありますので、保険者にご確認ください。  

また、サービスコードは、以下をご参照ください。  

WAMNET トップ ＞ 行政情報 ＞ 介護 ＞ システム関連  ＞ 国保連インターフェース  ＞ 介

護保険事務処理システム変更に係る参考資料（その１）（令和 4 年 8 月 15 日） 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=8792&ct=020050010 

＜該当資料＞  

Ⅰ 介護報酬改定関係資料  

資料  １ 介護報酬の算定構造のイメージ（一部変更）  

資料  ２ 介護給付費単位数等サービスコード表（令和 4 年 10 月施行版）  

 

Ⅱ 介護予防・日常生活支援総合事業関係資料  

資料  ３ 介護予防・日常生活支援総合事業算定構造（一部変更）  

資料  ４ 介護予防・日常生活支援総合事業費単位数等サービスコード表（一部変更）  

 

なお、詳しい設定方法等は、お使いの請求ソフト会社にお問合せください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒371-0846 

群馬県前橋市元総社町 335 番地の 8 

群馬県市町村会館 2 階  

群馬県国民健康保険団体連合会（介護保険課介護保険係）  

TEL 027-290-1319（直通）  

FAX 027-255-5077 

受付時間  8：30 ～  17：15（12：00 ～  13：00 を除く）  

※17：15 以降はお電話をいただいても繋がらないことがあります。  

ホームページ  https://www.gunmakokuho.or.jp 

★群馬県以外の事業所様については、所在都道府県の国保連合会にお問い合わせをお願いします。  

お問い合わせ先  

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=8792&ct=020050010

